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（仮称）バリアフリーマップ等作成委託 

 公募型プロポーザル 実施要領 

 

１．業務の目的 

本市では、令和４年（２０２２年）３月に、「だれもが気軽に出かけられるまちづくり」を実現するため、

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、「豊中市バリア

フリーマスタープラン（移動等円滑化促進方針）」を策定した。 

同計画第３章「市域全体のバリアフリーに関する方針」の取組み方針２「先端技術やＩＣＴを活用したバ

リアフリー情報の提供」では、『当事者・利用者視点のもと、先端技術等も活用し、すべての人にとって利

用しやすく分かりやすい情報の提供を推進します。』としており、高齢者、障害のある人等が利用可能な

施設等を選択できるようにするために、それらの施設等が所在する場所を示したバリアフリーマップを

作成することが効果的である。 

このため、施設等のバリアフリー情報を調査・収集の上、冊子「（仮称）バリアフリーマップ」を当事者※

視点を踏まえつつ作成するとともに、令和４年度（２０２２年度）より、先端技術等も活用した情報の提供

に取り組むため、収集した情報について、「オープンデータ」を作成し、市民の利便性の向上と多様な個

性の人々が外出する際に役立つバリアフリー情報の提供を図ることを目的とする。（※本業務における

「当事者」とは障害のある人、高齢者、子育て、外国人等をいう。） 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

（仮称）バリアフリーマップ等作成委託 

（２）業務内容 

別添「（仮称）バリアフリーマップ等作成委託 仕様書」のとおり。 

（３）予定契約（履行）期間 

契約締結日から令和７年（２０２５年）３月３１日（月）まで。 

（４）提案上限額 

令和４年度（２０２２年度）は３，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

令和４年度（２０２２年度）から令和６年度（２０２４年度）の３年間では２０，９３４，０００円（消費税及

び地方消費税を含む）を上限とする。※ただし、令和５年度、令和６年度の予算については変更の可

能性がある。 

 

３．担当部局所管課等 

都市基盤部基盤整備課 

 

４．参加資格要件 

（１）令和４年度の豊中市物品等入札参加資格を有すること。 

（応募書類の提出期日において資格を有しない者は契約締結時までに資格を取得すること） 

（２）バリアフリーマップの作成に関する業務等を受託し、完了した実績を有すること。 

（３）応募書類の提出期日において、下記のすべての要件を満たす者であること。 

①地方自治法 施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

②本市から豊中市入札参加停止基準（平成７年６月１日制定）に基づく入札参加停止措置を受け
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ていないこと。 

③本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月１日制定）に基づく入

札参加除外措置を受けていないこと。 

④会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条による

改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項（会社法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定

による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 

⑤平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃止前の

和議法（大正１１年法律第７２号）第１２第１項の規定による和議開始の申立てをしていない者で

あること。 

⑥平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申

立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第３３条第１項の

再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第１７４条第１項の再生計画認可の決定

が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなか

った者とみなす。 

⑦会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の

申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更

生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」

という。）第３０条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手

続開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者で

あること。ただし、会社更生法第４１条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に

基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、その者に係る会社更生法第１９９

条第１項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を

含む。）があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の

申立てをなされなかった者とみなす。 

（４）仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できるもの。 

 

５．日程 

（１）実施要領等の公表      令和４年（２０２２年） ４月 ２２日（金）※市ＨＰに掲載 

（２）参加表明書等の提出期限    令和４年（２０２２年） ５月 １３日（金）１７時１５分必着 

（３）質問事項の締切         令和４年（２０２２年） ５月 １３日（金）１７時１５分必着 

※質問はメールで受け付け、質問への回答は、市ＨＰに掲示し、個別には回答しない。 

（４）質問事項への回答        令和４年（２０２２年） ５月 １８日（水）予定 

（５）提案書等の提出期限      令和４年（２０２２年） ５月 ２０日（金）１７時１５分必着 

（６）第一次審査            令和４年（２０２２年） ５月 ２３日（月） 

※応募事業者が３者を超える場合のみ実施する。 

（７）第一次審査結果通知      令和４年（２０２２年） ５月 ２５日（水） 

（８）第二次審査            令和４年（２０２２年） ６月  2 日（木）予定 

（プレゼンテーション）※当日の時間、場所等は第一次審査の結果通知時に別途通知する。 

（８）審査結果の通知          令和４年（２０２２年） ６月中旬発送予定 

（９）委託契約の締結          令和４年（２０２２年） ６月下旬締結予定 

※上記に記載する期日等に変更が生じた場合、応募者に対してあらためて通知する。 
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６．参加申請の手続き 

（１）提出書類の種類 

Ｎｏ 提出書類 留意事項 様式 

１ 参加表明書 
正本１部のみ提案者の代表者印（豊中市へ事業者登録を行っ

ている印。以下同じ）を押印。副本は複写可。 
様式１ 

２ 業務経歴書 

これまで他自治体において同様の分野の業務を請け負った実

績について記載すること 

・業務場所は、都道府県名及び市町村名を記入すること。 

・業務期間は、契約締結日から業務完了日までの期間とする。 

様式２ 

３ 
業務実施体制

表 

・業務実施における統括責任者及び担当者を定め、業務実施

組織図等を記入すること。 様式３ 

4 

統括責任者及

び担当者の業

務実績調書 

・参画した主要業務の概要と担当した分野は、担当した他自治

体において同様の分野の業務を請け負った実績を中心に記入

すること。 

・記載した統括責任者等は、やむを得ない場合を除き、変更で

きないものとする。 

様式 4 

5 

公募日から過

去３年以内の

処分歴等の確

認書 

・公募開始の日から過去 3 年以内の処分歴等 様式 5 

6 
団体の概要書 

（企業概要等） 

連絡先（担当者氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、Ｅ－ｍａｉｌアドレス）

は必ず記載すること。 
任意 

（２）提出部数 

正本１部、副本４部 

（３）提出期限及び提出方法 

参加を希望する事業者は本公募の掲示の日から令和４年（２０２２年）５月１３日（金）１７時１５分

までに、上記「５．参加申請の手続き（１）」で示す提出書類一式を豊中市都市基盤部基盤整備課に

持参または郵送により提出すること。なお、持参により提出する以外の場合にあっては、事務局

に対し、応募書類の到達について確認すること。提出書類の不足又は提出期限内未到達の場合、

応募を無効とする。また、参加表明の提出期限までに参加表明者が１者となった場合についても

選定手続きは継続する。 

（４）提出書類の取扱い 

提出書類は、いかなる場合でも返却しない。 

（５）第一次審査結果の通知 

本プロポーザル参加表明者が提出した各種書類に基づき第一次審査を行い、第二次審査参加

の可否を決定し、令和４年（2022 年）５月２５日（水）（発送予定）に電子メールにて結果を通知す

る。なお、本プロポーザル参加表明者は、提出した各種書類に関して、本市より説明を求められた

場合は、それに応じること。 

（６）参加の辞退 

参加表明書の提出以降、本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、「辞退届（様式 7）」を提
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出すること。 

（７）質問の受付及び回答 

「５．参加申請の手続き」に示す手続きを行った者のうち、本実施要領等に関する質問は、質問

書（様式 8）を使用又は参照し、電子メールにより事務局宛に提出すること。また、メール送信後、

電話で質問書送信の旨を連絡すること。質問が無い場合も、確認のため、メールで質問が無い旨

を連絡すること。なお、電話、口答等の書面以外の方法による質問は受け付けない。 

①提出期限：令和４年（２０２２年）５月 １３日（金）１７時１５分必着 

②回答方法：提出されたすべての質問及び回答は、令和４年（２０２２年）５月１８日（水）までに

市ＨＰに掲示し、個別には回答しない。 

 

７．プロポーザルの手続き 

企画提案を実施する者（以下「提案者」という。）は、次のとおり本案件に関する「提案書等」を

提出すること。 

（１）提案書の提出書類 

Ｎｏ 提出書類 留意事項 様式 

１ 提案書表紙 ・提案者の会社名、代表者職名、住所を記載し、押印すること。 様式6 

２ 企画提案書 ・提案書の様式は任意であるが、その大きさ等は、原則Ａ４縦長、 

両面横書きとすること。但し、Ａ４サイズを超えるものは、Ａ４の大 

きさに折り込むこと。 

・次のとおり企画提案を求める。 

＜項目①＞豊中市の特性を踏まえた業務実施方針 

＜項目②＞バリアフリーマップのデザイン性、障害のある人等の 

当事者の意見を反映できる仕組み等（仕様書に記載された内容 

の具体的な実施方法を含む。）の資料を提示すること。 

＜項目③＞業務遂行スケジュール 

＜項目④＞（仮称）バリアフリーマップ等作成委託仕様書以外に 

提案者ができることを提案すること。（冊子の更新方法、オープン 

データ利活用の提案、広告収入等による公費負担減の提案等） 

任意 

３ 見積書 ・見積書には、人件費、間接経費など、必ず見積金額の積算根拠 

を明示した内訳書を添付すること。尚、参考見積りは、価格評価 

の対象としない。 

・見積額は消費税を含めたものを提示し、本体価格と消費税を明 

記すること。 

・正本１部のみ提案者の代表者印（豊中市へ事業者登録を行って 

いる印。以下同じ）を押印。副本は複写可。 

・見積書の宛先に「豊中市長」を、件名に「（仮称）バリアフリーマッ 

プ等作成委託」と明記すること。 

任意 

（２）提出部数 

正本１部、副本４部 

なお、副本４部については、参加資格者が判明できる記載、表現等（商号、実印等）は黒塗り

にする等により審査における匿名性を担保すること。 

（３）提出期限及び提出方法 
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本プロポーザルに参加する提案者は、令和４年（２０２２年）５月２０日（金）１７時１５分までに、

上記「７．プロポーザルの手続き（１）」で示す提出書類等一式を豊中市都市基盤部基盤整備課に

持参または郵送により提出すること。なお、持参により提出する以外の場合にあっては、事務局

に対し、応募書類の到達について確認すること。提出書類の不足又は提出期限内未到達の場合、

応募を無効とする。また、辞退等により提出期限までに提案者が１者となった場合についても選

定手続きは継続する。 

（４）提出書類の取り扱い 

提出書類は、いかなる場合でも返却しない。 

 

８．審査方法 

（１）審査方法 

本市職員で構成される審査委員会において、第一次審査（書類審査）、第二次審査（プレゼンテ

ーション）を行う。 

第一次審査（書類審査）は、参加申込者が３者を超える場合に実施し、各審査員が提出資料の

内容を踏まえ、審査基準に従い採点し、合計得点により優秀業者を３者以内に絞り込む。 

第一次審査を通過した提案者に対し、提案書に基づく第二次審査（プレゼンテーション）を行い、

審査基準に基づく総合評価で最高得点を得た提案者を第一優先交渉権者とする。なお、第一優

先交渉権者と契約に至らなかった場合は、次点の提案者を優先交渉権者とすることもある。 

（２）審査の実施 

前号に記載のとおり、審査委員会において審査を行う。第二次審査（プレゼンテーション）は、

令和４年（２０２２年）６月２日（木）を予定日とするが詳細は第二次審査参加者に別途通知する。 

①提案内容発表（プレゼンテーション）でプロジェクター、スクリーンやパソコン（パワーポイント等）

その他の視聴覚機器等を使用する場合の必要な機器はすべて、提案者で用意するものとし、提

案書と同一の資料を以て説明すること。なお準備は発表時間内で行うこと。 

②発表時間は、３０分（プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１０分程度）程度とする。 

③本実施要領で規定する提出書類に対して、不足、不備等が判明した場合でも本市が補足、修正

等の必要性を連絡することはない。なお、提案書類の内容について、市から質問する場合があ

る。その場合は、速やかに書面で回答すること。 

④提案内容発表（プレゼンテーション）は、本業務に携わる担当者（総括責任者を含む）が行うも

のとし、出席者は担当者を含めて３名以内とする。 

なお、出席者は名札等を装着せず匿名性を確保すること。 

（３）審査項目 

書類審査及びプレゼンテーションについては、別添「審査基準」の評価項目及び配点により審

査する。 

（４）審査結果の通知 

審査結果は、全ての提案者に対して、令和４年（２０２２年）６月中旬（発送予定）に郵送にて通知

する。なお、豊中市と仕様並びに価格等協議の上、豊中市の内部手続きを経て、本業務の受託者

として決定されるため、第一優先交渉権者の通知をもって本業務の受託者を契約するものでは

ない。 

（５）審査結果の公表 

審査結果については、ホームページ等により公表する。 
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９．提案者の失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

①本案件期間中に、上記「３．参加資格要件」で規定する参加資格に抵触するに至った場合 

②提案上限額を超える提案を行った場合 

③見積額が業務内容から見て著しく妥当性を欠く場合 

④提案書類において虚偽の記載がある場合 

⑤提出期限までに提出場所に提案書類の提出がない場合 

⑥プレゼンテーション審査に欠席した場合 

⑦一団体で複数の提案をした場合 

⑧提案に関して談合等の不正行為があった場合 

⑨正常な提案の執行を妨げる等の行為があった場合 

⑩法令並びに豊中市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提案を行った場合 

⑪審査の公平性を害する行為があった場合 

⑫前各号の定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等により、審査委員会

が失格であると認めた場合 

 

１０．契約の締結 

①第一優先交渉権者の選定後、提案書の内容に基づき、本市と協議のうえ業務内容を確定し、令

和４年（２０２２年）６月下旬の契約締結を目途に契約手続きを行う。なお、第一優先交渉権者と

契約に至らなかった場合は、次点の提案者と契約をすることがある。 

②契約内容及び仕様については、採択された提案をもとに、詳細を協議するものとし、契約内容

と仕様、契約金額については、協議の結果、採択された提案と変更が生じることがある。 

③本業務の受託者は、豊中市財務規則に基づき、契約保証金の納付または履行保証契約の締結

を行うものとする。（受託者が同規則第１１０条の契約保証金の納付の免除の規定に該当する

場合は除く） 

 

１１．留意事項 

①応募者は、本業務の選定結果後に本実施要領および「（仮称）バリアフリーマップ等作成委託仕

様書」の内容等に関して、不明または錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

②本プロポーザルに要する経費（提案書の作成及び提出に関する費用等）は、応募者の負担とす

る。 

③審査及び評価の内容、応募者名等の内容についての質問は一切受け付けない。 

④応募者の申出による提出された書類の返却、提出期限以降における書類の差し替え及び再提

出には応じない。 

⑤提出書類に記載された受託業務の担当者等は、発注者がやむを得ないものとして認める場合

を除き、変更することはできない。 

⑥本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、速やかに事務局まで文書で豊中市長に通知する

こと。また、取り下げによる不利益な取り扱いはしない。 

⑦質問事項の締切り以降、業務に係る質問は受け付けない。 
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１２．応募先、質問先及び問い合わせ先（事務局） 

〒５６１－８５０１ 豊中市中桜塚３－１－１（豊中市役所 第二庁舎 ４階） 

豊中市都市基盤部基盤整備課 

ＴＥＬ  ０６－６８５８－２３７８ 

ＦＡＸ  ０６－６８５４－０４９２ 

Ｅ－ｍａｉｌ  ｄｏｕｒｏ＿ｋｅｉｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｔｏｙｏｎａｋａ．ｏｓａｋａ．ｊｐ 



審 査 基 準 

 審査項目 配点 備 考 視 点 

実 
績 
等 

業務経歴・担当
者実績・業務実

施体制 
20 点 

○同種・類似業務の実績 
 
○本業務を担当する体制について 

・会社及び担当者の類似業務の実績があり、
その成果は優秀か 

・会社及び担当者の体制は整っているか 

提
案
内
容
等 

企画提案書 

10 点 ○提案内容の実現性について 

・業務がオーバーワークとなっていないか 
・専門技術力及び知識が充実しているか 
・業務の円滑な運営が期待できるか 
・高い分析能力に期待できるか 
・業務実績から成果を期待できるか 

10点 
○企画提案書の作成やプレゼンテ
ーション能力及び取組み姿勢につ
いて 

・業務の取組みにあたって意欲的であるか 
・資質（熱意、表現力、理解力）は備わって
いるか 

・質疑に対する応答が迅速かつ的確なもので
あるか（理解力、対応力） 

10点 
○豊中市の特性を踏まえた業務実
施方針について 

・本市にとって、先進的な取組みを踏まえた
提案であるか 

・本市のその他の関連事業を十分理解した内
容となっているか 

30点 

○調査・情報収集、バリアフリーマ
ップ、オープンデータ、協議会等の
運営支援、障害のある人等の当事者
意見を反映できる仕組み等の資料
の提示について 

・調査・情報収集の方法が明確であるか 
・バリアフリーマップのイメージが具体的に
でき、デザイン性に優れ、利用者が必要な
情報を容易に取得できる工夫がされている
か 

・オープンデータの作成方法が明確であるか 
・協議会等の運営支援に精通しているか 
・障害のある人等の当事者意見を反映できる
工夫がされているか 

・仕様書に指定された事項について具体的な
提案がなされているか 

5点 ○業務遂行スケジュールについて 
・事業の実現が可能なスケジュールとなって
いるか 

5 
点 

○仕様書以外に提案者ができる提
案について 

・仕様書にとらわれない独自の考えやアイデ
アがあるか 

・その他、市にとって有益な特徴ある内容が
盛り込まれているか。 

価 
格 

見積金額 
10 
点 

○見積額が妥当か 

【内訳】 
（1）計画準備 
（2）調査・情報収集 
（3）オープンデータの作成 
（4）情報冊子作成 
（5）協議会等の運営支援 
（6）報告書の作成 
（7）打合せ協議 

 処分歴等 減点 
○公募開始の日から過去３年以内

の処分歴等 
提案内容等の配点の１０％（７点） 

 合 計 100 点   


